
促進保証料率 引制度促進保証料率 引制度

基　　　準
保 証 料 率

区　　　分

1.90％

①

1.75％

②

1.55％

③

1.35％

④

1.15％

⑤

1.00％

⑥

0.80％

⑦

0.60％

⑧

0.45％

事業承継割
保 証 料 率 1.52％ 1.40％ 1.24％ 1.08％ 0.92％ 0.80％ 0.64％ 0.48％ 0.36％

⑨

20％割引！20％割引！

(※)「特定経営承継準備関連保証」、「事業承継サポート保証」は 5区分の保証料率が適用されます。

(※) 無担保保証、普通保証における責任共有制度の対象となる保証に限ります。
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と
な
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保
証

対
象
者
事業承継に必要な資金を調達する方

事業承継前
事業承継の準備段階で必要となる資金を保証

事業承継後
事業承継後に必要となる資金を保証

経営承継準備関連保証 経 営 承 継 関 連 保 証

特定経営承継準備関連保証

事業承継サポート保証

特定経営承継関連保証

　事業承継促進保証料率割引制度 ( 略称：事業承継割 ) は、事業承継に係る保証について
保証料率の割引措置を講じることにより、事業承継時に発生する資金調達コストの負担軽減
を図り、中小企業・小規模事業者のみなさまの事業承継を促進することを目的としています。
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